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65歳以上の高齢者の方が
いる世帯 52

高齢者住宅バリ
アフリー改修助
成の拡充  【市】

・住宅建築関係の助成制度の補助率などを拡充
・補助対象：生活の維持向上や自立の助長につながると

認める建築工事など
・補助率等：1/2→2/3
・補助上限：37.5万円→50万円
＊拡充は3月31日㈭まで（予算額に達した時点で受付

終了）

高年介護課
☎35-3178

中心市街地以外から中心
市街地へ移住し、自己の居
住のために住宅を新築、取
得・改修する方

53
まちなか定住促
進事業補助金の
拡充        【市】

・住宅建築関係の助成制度の補助率などを拡充
　（新築・改修の場合のみ）
・補助率等：1/2→2/3
・補助上限：100万円→133.3万円
　　　（市外からの移住の場合150万円→200万円）
＊拡充は3月31日㈭まで（予算額に達した時点で受付

終了）

㈱まちづくり飛驒
高山
☎57-8765

飛驒地域以外から永住の
意思を持って市内に転入
する方

54
飛驒高山ふるさ
と暮らし・移 住
促 進 事 業 補 助
金の拡充  【市】

・住宅建築関係の助成制度の補助率などを拡充
・補助対象：空家の改修費用
・補助率等：1/2→2/3
・補助上限：100万円→133.3万円
＊拡充は3月31日㈭まで（予算額に達した時点で受付

終了）

ブランド戦略課
☎35-3001

市街地景観保存区域内の
建造物の所有者 55

市街地景観保存
区域建造物修景
事業補助金の拡
充          【市】

・住宅建築関係の助成制度の補助率などを拡充
・補助対象：市街地景観保存計画の第2種保存区域の保

存基準に適合した修景工事
・補助率等：2/3→3/4
・補助上限：200万円→225万円
＊市内に本店、支店などを有する事業者に発注する場

合
＊拡充は3月31日㈭まで（予算額に達した時点で受付

終了）

都市計画課
☎35-3180

景観重要建造物の所有者 56
景観重要建造物
修景事業補助金
の拡充     【市】

・住宅建築関係の助成制度の補助率などを拡充
・補助対象：景観重要建造物の外観を維持向上させる修

景工事
・補助率等：2/3→3/4
・補助上限：500万円→562.5万円
＊市内に本店、支店などを有する事業者に発注する場

合
＊拡充は3月31日㈭まで（予算額に達した時点で受付

終了）

板塀などを新設・改修する方 57
景 観 形 成 事 業

（ 塀 等 設 置 ）補
助金の拡充

【市】

・住宅建築関係の助成制度の補助率などを拡充
・補助率等：1/3→1/2（景観重点区域等2/3→3/4）
・補助上限：1.8mあたり5万円→7.5万円、

1カ所あたり30万円→45万円
（景観重点区域等　1.8ｍあたり10万円
                                    →11.2万円

 1カ所あたり60万円 
            →67.5万円）

＊市内に本店、支店などを有する事業者に発注する場
合

＊拡充は3月31日㈭まで（予算額に達した時点で受付
終了）

ブロック塀、石造、れんが
造その他組積造による塀
の所有者

58
ブロック塀等対
策事業補助金の
拡充 　  【市】

・住宅建築関係の助成制度の補助率などを拡充
・補助対象：倒壊の恐れのあるブロック塀の撤去など
・補助率等：1/2→2/3
・補助上限：30万円→40万円

＊拡充は3月31日㈭まで（予算額に達した時点で受付
終了）

建築住宅課
☎35-3159




